
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜板式圧縮機において斜板とピストンとの間に配設され、外表面が、概して凸球面をな
してピストンと係合するピストン側係合面部と、概して平面をなして斜板と係合する斜板
側係合面部とに概ね区画される球冠状のシューであって、
　前記斜板側係合面部が、
　その斜板側係合面部の中央部分を構成し、前記斜板の表面に摺接する略平坦な対斜板摺
接面と、
　前記斜板側係合面部の周縁部分を構成し、前記対斜板摺接面から段差を有して後退し、
外周縁において前記ピストン側係合面部につながる周縁面と、
　その

周縁面と前記対斜板摺接面とを
つなぐ環状のつなぎ面と
　を有することを特徴とする斜板式圧縮機用シュー。
【請求項２】
　前記対斜板摺接面と前記周縁面との段差が０．０２ｍｍ以上０．５ｍｍ以下である請求
項１に記載の斜板式圧縮機用シュー。
【請求項３】
　前記周縁面と前記対斜板摺接面とが略平行である請求項１または請求項２に記載の斜板
式圧縮機用シュー。
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周縁面に向かうに従って拡がる円錐台周面形状をなすテーパ部と、そのテーパ部と
前記対斜板摺接面とをつなぐコーナＲ部とを有して、前記



【請求項４】
　当該シューが、前記ピストン側係合面部を成形する型面を有する第１の金型と、前記斜
板側係合面部を成形する型面を有する第２の金型とを備えた金型対を用い、その金型対の
中央に前記対斜板摺接面の径より小さな外径を有する素材ピースをセットし、その金型対
を閉型することにより鍛造成形されたものである請求項１ないし のいずれかに記
載の斜板式圧縮機用シュー。
【請求項５】
　斜板式圧縮機において斜板とピストンとの間に配設され、外表面が、概して凸球面をな
してピストンと係合するピストン側係合面部と、概して平面をなして斜板と係合する斜板
側係合面部とに概ね区画され、前記斜板側係合面部が、 (a)その斜板側係合面部の中央部
分を構成し、前記斜板の表面に摺接する略平坦な対斜板摺接面と、 (b)前記斜板側係合面
部の周縁部分を構成し、前記対斜板摺接面から段差を有して後退し、外周縁において前記
ピストン側係合面部につながる周縁面と、 (c)その

周縁面と前記対斜板摺接面とをつなぐ環状のつなぎ面とを有する球冠状のシ
ューを成形する方法であって、
　前記対斜板摺接面の外径より小さな外径を有する素材ピースを準備する素材ピース準備
工程と、
　前記ピストン側係合面部を成形する型面を有する第１の金型と、前記斜板側係合面部を
成形する型面を有する第２の金型とを備えた金型対を用い、その金型対の中央に前記素材
ピースをセットし、その金型対を閉型して前記球冠状シューを鍛造する鍛造工程と
　を含むことを特徴とする斜板式圧縮機用シューの成形方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、斜板式圧縮機において斜板とピストンとの間に配設されるシューおよびその成
形方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
斜板式圧縮機は斜板の回転をピストンの往復運動に変換して気体の圧縮を行うものであり
、高速回転する斜板と高速往復運動するピストンとの間には、両者の円滑な動作を確保す
るために、摺動部材としてのシューが配設される。斜板が高速回転させられることから、
斜板とシューとの摺動特性は、特に良好であることが要求される。シューは、球冠状のも
の、つまり、外表面が、概して凸球面をなしてピストンと係合するピストン側係合面部と
、概して平面をなして斜板と係合する斜板側係合面部とに概ね区画される形状を有するも
のが多く用いられる。この球冠状シューにおいては、その斜板側摺接面部とそれと係合す
る斜板との間の摺動特性が特に良好であることが望まれる。具体的には、例えば、供給さ
れる潤滑油がシューと斜板との両者の摺接面の間に充分に引き込まれることが要求され、
また、逆に、存在する異物については、それぞれの摺接面を傷つけることがないように、
摺接面間に引き込まれないことが要求される。
【０００３】
上記二律背反的とも思われる要求をクリアするために、本出願人は、現時点では未公開で
ある特許出願（特願２００１－１３９５３９号）において、斜板側係合面部とピストン側
係合面部との間に両者をつなぐ側面部を設け、その側面部が斜板の表面に対して例えば４
５゜といった角度になるように形成された球冠状シューを開示した。そのシューは、良好
な摺動特性を有するものである。
【０００４】
一般的なシューと同様、上記開示されたシューも、鍛造によって成形される。上記シュー
の鍛造成形は、ピストン側係合面部を成形する型面を有する第１の金型と、斜板側係合面
部および側面部を成形する型面を有する第２の金型とを備えた金型対を用い、その金型対

10

20

30

40

50

(2) JP 3985552 B2 2007.10.3

請求項３

周縁面に向かうに従って拡がる円錐台
周面形状をなすテーパ部と、そのテーパ部と前記対斜板摺接面とをつなぐコーナＲ部とを
有して、前記



の中央に前記素材ピースを定置させ、その金型対を閉型することによって行われる。素材
は、金型のキャビティの中を外周方向に向かって塑性流動し、型面の側面部を形成する部
分まで到達し、その状態からその部分に沿って塑性流動して、型面にしっかりと押付けら
れることによって、シューが形作られるのである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題，課題解決手段および効果】
シューには、寸法精度が良好であることも要求される。特に、高さ方向寸法（斜板側係合
面部とピストン側係合面部との面間距離）は、斜板式圧縮機の機構上、例えば、クリアラ
ンスのバラツキについての許容幅が小さいことから、高い精度が要求される。一方で、成
形鍛造に供される素材ピースに対しては、その製造コストをできるだけ低く抑えたいとい
う要望があり、素材量のバラツキをある程度許容せざるを得ないという事情も存在する。
【０００６】
このような背景の中、本発明者は、シューの寸法精度を向上させるべく、上記シューの鍛
造成形における鍛造素材の挙動について調査した。上記金型対においては、キャビティ内
の外周部で、上記側面部とピストン側係合面部とがつながる部分の成形を行うのであるが
、その部分は、上記素材量のバラツキを吸収するための空間として機能する。ところが、
上述したように側面部が斜板表面に対して比較的大きな角度をなすような形状であること
から、側面部を成形する型面が、素材の塑性流動の大きな抵抗となり、その結果、例えば
、素材量が正規量より多くなる場合は、素材から金型への反力の増加、スプリングバック
量の増加等の割合も大きくなることが解った。すなわち、抵抗の大きな鍛造成形を強いて
シューを製造する場合では、素材量のバラツキによって、成形されたシューの寸法にも大
きなバラツキが生じるのである。
【０００７】
そこで、本発明は、摺動特性が良好であり、かつ、寸法精度の高い斜板式圧縮機用シュー
を得ること等を課題としてなされたものであり、本発明によって、下記各態様の斜板式圧
縮機用シューおよびその成形方法等が得られる。各態様は請求項と同様に、項に区分し、
各項に番号を付し、必要に応じて他の項の番号を引用する形式で記載する。これは、あく
までも本発明の理解を容易にするためであり、本明細書に記載の技術的特徴およびそれら
の組合わせが以下の各項に記載のものに限定されると解釈されるべきではない。また、一
つの項に複数の事項が記載されている場合、それら複数の事項を常に一緒に採用しなけれ
ばならないわけではない。一部の事項のみを選択して採用することも可能である。
【０００８】
　なお、以下の各項において、（１）項 が請求項
１に相当し、 （２）項 （３）項 ものが請求項２
に、 （４）項 が請求項３に、

（１３）項 に、
（２１）項 にそれぞれ相当する。
【０００９】
（１）斜板式圧縮機において斜板とピストンとの間に配設され、外表面が、概して凸球面
をなしてピストンと係合するピストン側係合面部と、概して平面をなして斜板と係合する
斜板側係合面部とに概ね区画される球冠状のシューであって、
前記斜板側係合面部が、
その斜板側係合面部の中央部分を構成し、前記斜板の表面に摺接する略平坦な対斜板摺接
面と、
前記斜板側係合面部の周縁部分を構成し、前記対斜板摺接面から段差を有して後退し、外
周縁において前記ピストン側係合面部につながる周縁面と、
その周縁面と前記対斜板摺接面とをつなぐ環状のつなぎ面と
を有することを特徴とする斜板式圧縮機用シュー。
【００１０】
本項に記載のシューは、大雑把に言えば、一般的な球冠状シューにおける斜板側係合面部
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に（６）項の技術的特徴を付加したもの
請求項１に および の技術的特徴を付加した

請求項１または請求項２に の技術的特徴を付加したもの 請求
項１ないし請求項３のいずれかに の技術的特徴を付加したものが請求項４

に（６）項の技術的特徴を付加したものが請求項５



の外周縁の部分に、中央部に対して引っ込んだ段差を設けたものである。対斜板摺接面の
外周縁の部分は、対斜板摺接面と斜板の摺接面との間への潤滑油の引き込みを担保しつつ
、その面間への大きな異物の引き込みを抑制するという役割を果たすことが望まれ、その
部分である段差の箇所に存在する上記つなぎ面は、重要な存在である。つなぎ面の具体的
な形状が限定されるものではないが、例えば後述するような構成とすることで、潤滑油の
引き込み、異物の排斥という機能を持たせることが可能である。前記未公開出願に記載の
シューでは、テーパ面として形成された側面部がその機能を果たしているが、その側面部
の存在は、シューを鍛造成形する場合において、鍛造素材が塑性流動する際の大きな抵抗
を生じさせる原因となる。これに対して、かかる側面部を有しない本項に記載のシューで
は、鍛造成形において大きな抵抗となる部位が存在しないことから、寸法精度の高い鍛造
成形が可能となる。すなわち、摺動特性が担保され、寸法精度のより高いシューが得られ
るのである。また、寸法精度が充分でないシューが成形された場合、例えば、成形後に行
う研磨加工による寸法調整に多大な時間を要し、シューの製造コストは著しく高くなる。
その点において、本項に記載のシューは、安価に製造可能なシューであるといえる。
【００１１】
寸法精度についてより詳しく説明すれば、鍛造成形を行う場合、素材ピースを金型の中央
にセットし、素材を外周方向に向かって塑性流動させて行う。上述したように、抵抗の大
きな鍛造成形では、成形荷重を大きくする必要があり、また、素材から金型への反力が大
きくなる。素材、金型に加わる力が大きい場合、両者には大きな弾性変形が生じることに
なる。例えば、金型に大きな弾性変形が生じる場合、キャビティ形状も変形することにな
り、また、素材に大きな弾性変形が生じる場合は、成形後のスプリングバック量が大きく
なる。素材量にある程度のバラツキを許容せざる得ないという実情がある場合は、たとえ
キャビティ内にそのバラツキを吸収する空間を設けたとしても、抵抗の大きな鍛造成形を
行う場合は、そのバラツキに起因する成形寸法のバラツキが大きくなるのである。本項に
記載のシューでは、鍛造成形において、上記段差を乗り越え、あるいは、段差にかぶさる
ようにして素材が塑性流動することができることから、大きな抵抗が生じることなく、比
較的小さな成形荷重で成形することが可能なのである。その結果、寸法精度、特にシュー
の高さ方向における寸法精度の高いシューが得られるのである。つまり、本項に記載のシ
ューにおいては、周縁面とピストン側係合面部とに囲まれたシューの外周縁部分を、素材
量のバラツキを効果的に吸収する部分として機能させることができるのである。まとめれ
ば、本項に記載のシューは、その形状に関する特徴によって、摺動特性と寸法精度との両
立が図られているのである。ちなみに、シューの高さ寸法の精度が悪い場合は、例えば、
シューとピストンとの両摺接面間が大きくなりすぎるときは異物が入り易くなり、また、
両摺接面間が小さくなりすぎるときは両者間の摩擦が過大になり、いずれのときも摺動特
性は落ちることになる。
【００１２】
なお、ここで、球冠状のシューは、上記形状、平たく言えば、ピストンと係合する側がほ
ぼ球面をなし、斜板と係合する側がほぼ平面をなす形状であるため、一般に半球シューと
称されている。しかし、必ずしも厳密に球面や平面とされるわけではなく、摺動性能の向
上等を目的として球面や平面から僅かに外れた形状とされることが多い。例えば、上記対
斜板摺接面は、中央が周縁に比較して０．５～１０μｍ程度膨らんだ中凸形状（例えば、
極めて曲率半径の大きな凸球面等）として形成される場合もあり、本明細書でいう球冠状
シューには、このような変形を伴う形状とされたのものをも含む。また、本項に記載のシ
ューは、可変容量型、固定容量型のいずれの斜板式圧縮機にも採用できるが、可変容量型
圧縮機用のものは半球より小さく、固定容量型圧縮機用のものは半球より大きくされるの
が普通である。可変容量型圧縮機においては、斜板の両側に配設される一対のシューの両
球面部がほぼ一球面上に位置することが必要であるため、半球より斜板の厚さの半分だけ
小さくされ、また、固定容量型圧縮機においては、上記のような制限がないため、シュー
の平面部が磨耗した場合でも摺接面の面積が減少しないようにする等の理由で、半球より
やや大きくされることが多いのである。そこで、本明細書においては、両タイプのシュー
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を総称して球冠状シューと称する。
【００１３】
（２）前記対斜板摺接面と前記周縁面との段差が０．０２ｍｍ以上である (1)項に記載の
斜板式圧縮機用シュー。
（３）前記対斜板摺接面と前記周縁面との段差が０．５ｍｍ以下である (1)項または (2)項
のいずれかに記載の斜板式圧縮機用シュー。
【００１４】
「対斜板摺接面と周縁面との段差」とは、対斜板摺接面の延長面と、上記つなぎ面とつな
がる周縁面の端部との距離を意味する。対斜板摺接面が平面であり、かつ、周縁面と対斜
板摺接面とが平行である場合は、両者の面間距離となる。対斜板摺接面が前述したような
中凸形状をなしている場合には、「対斜板摺接面の延長面」は、シュー中心線と直交して
対斜板摺接面に接する平面として扱う。つまり、その場合は、シューを真直ぐな状態（シ
ューの中心線が斜板の摺接面と直角となる状態）で斜板に摺接させたときにおける、斜板
の摺接面と上記周縁面の端部との離間距離に相当する。
【００１５】
対斜板摺接面と周縁面との段差の量は、シューの特性を左右する。例えば、段差が小さす
ぎる場合は、斜板の摺接面とシューの対斜板摺接面との間に潤滑油が引き込まれ難くなる
。このことを考慮すれば、段差は、０．０２ｍｍ以上あることが望ましい。また、段差が
小さいほど、周縁面と斜板表面との間に小さな異物までもが噛み込みやすくなる。さらに
、段差が小さくなるほど、つなぎ面の形状に制約を受け、潤滑油の引込機能、異物の排斥
機能を発揮できる適切な形状のつなぎ面が形成できない可能性がある。これらのことに鑑
みれば、段差を０．０５ｍｍ以上とすることが望ましい。なお、より大きな異物までもが
噛み込まないという点等から、０．１ｍｍ以上であることがより望ましく、０．１５ｍｍ
以上であることがさらに望ましい。逆に、段差が大きい場合は、上述したところの鍛造成
形における素材の塑性流動に対する抵抗が大きくなる。その点を考慮して、上記段差の大
きさは、０．５ｍｍ以下とすることが望ましい。より抵抗を小さくするという点では、０
．３ｍｍ以下とすることがより望ましく、０．２５ｍｍ以下とすることがさらに望ましい
。
【００１６】
（４）前記周縁面と前記対斜板摺接面とが略平行である (1)項ないし (3)項のいずれかに記
載の斜板式圧縮機用シュー。
（５）前記周縁面が前記対斜板摺接面に対して傾斜しており、前記周縁面と前記対斜板摺
接面の延長面とのなす角度が１０゜以下である (1)項ないし (3)項のいずれかに記載の斜板
式圧縮機用シュー。
【００１７】
鍛造成形における素材の塑性流動の抵抗を小さくするということからすれば、周縁面は、
(4)項に記載の態様のように、対斜板摺接面に対して略平行であることが望ましい。また
、平行でなくても、 (5)項に記載の態様のように、対斜板摺接面に対して緩やかに傾斜し
ている場合には、その抵抗は比較的小さなものとなるため、本発明のシューの一態様とな
り得る。
【００１８】
（６）前記つなぎ面が、前記周縁面に向かうに従って拡がる円錐台周面形状をなすテーパ
部と、そのテーパ部と前記対斜板摺接面とをつなぐコーナＲ部とを有する (1)項ないし (5)
項のいずれかに記載の斜板式圧縮機用シュー。
【００１９】
前述したように、シューと斜板との摺動においては、シューにおける摺接面と斜板におけ
る摺接面との間に、潤滑油が充分に引き込まれ、かつ、有害となる異物が入り込まないと
いった要求を満足しなければ、良好な摺動特性を得られない。エアコンディショナを構成
する斜板式圧縮機を例にとって、ここで潤滑油の引込と異物の排斥とについて詳しく説明
する。冷媒ガス中には潤滑油が混入させられており、その潤滑油が両摺接面間に油膜を形
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成することで、シューと斜板との摺動特性は良好に維持される。したがって、両摺接面間
へ潤滑油が充分に引き込まれない場合は、摺動特性は悪化するのである。また、運転中に
おいて各所の摩擦により発生する削り滓、各部品の製造過程おいて発生し残存する微小な
バリ、接続される冷媒配管から導入される塵等の様々な異物が存在し得る。これらの異物
は、充分に管理されるべきものではあるが、完全に排除することは難しく、異物が斜板と
シューの両者の摺接面間に引き込まれて介在する可能性がある。異物が両摺接面間に介在
した場合、その異物により両摺接面が傷付き、摺動特性が悪化してしまうのである。潤滑
油の引込特性と異物の排斥特性との両者を満足するためには、斜板と摺接するシューの摺
接面の周縁の部分の形状が重要となる。本発明のシューでは、具体的には、対斜板摺接面
の周縁に隣接して存在するつなぎ面の形状を調整することにより、これらの要求を満たす
ことができる。本項に記載の態様は、その一態様である。上記テーパ部と上記コーナＲ部
との形状調整により、潤滑油引込特性、異物排斥特性を任意に調節でき、摺動特性に優れ
たシューが得られる。
【００２０】
また、テーパ部と対斜板摺接面とが直接隣接する態様の場合、すなわち両面のコーナがい
わゆるピン角の場合、そのコーナで斜板表面を擦る状態となる。例えば、斜板の摺接面に
は、潤滑性をより担保するために、例えば固体潤滑剤を含んだ潤滑被膜が形成される場合
もあり、その潤滑被膜は比較的強度、硬度が低く、そのような場合には、シューのピン角
のコーナが潤滑被膜を剥ぎ取るようにも作用する。また、ピン角である場合、潤滑油まで
排斥してしまうことも考えられ、シューと斜板とのそれぞれの摺接面の間に充分なる潤滑
油を取り入れることが難しくなる。さらにまた、シューは、表面を平滑にするため成形後
にバレル研磨されることが多く、ピン角のコーナを有するシューでは、このバレル研磨に
おいて互いにぶつかり合あって打痕が付く可能性が高い。さらにまた、表面に金属メッキ
被膜を形成させたシューも存在し、かかるシューにおいてピン角のコーナを有する場合、
バレル研磨によってそのコーナ部分の金属メッキ被膜が磨耗し、母材が露出してしまう可
能性もある。これらの現象は、いずれも、コーナがピン角であることによるデメリットで
ある。本項に記載のシューは、テーパ部と対斜板側摺接面とがコーナＲ部を挟んで隣接し
ており、言い換えれば、そのコーナに丸みを帯びており、上述したデメリットが緩和され
た良好な品質のシューとなる。
【００２１】
なお、テーパ部は、周縁面に向かうに従って拡がる円錐台周面形状をなす面を有すると定
義しているが、比較的小さな段差部に設けられることから、その長さ（シュー高さ方向に
おける距離）は短いものとなる。つなぎ面は、製造上の都合等から上記コーナＲ部とは別
に、周縁面とテーパ部とをつなぐもう１つのコーナＲ部を有して構成されることもあり、
その場合、例えば、段差が小さい場合、あるいは、２つのコーナＲが比較的大きな場合は
、テーパ部の長さはきわめて小さいものとなる。究極の状態においては、その長さが殆ど
０となる。本項に記載の態様において、テーパ部は、かかる究極の状態におけるものをも
含むものとする。つまり、その場合、２つのコーナＲ部の境の部分をテーパ部とみなすこ
ととする。
【００２２】
（７）前記テーパ部と前記対斜板摺接面の延長面とのなす角度が３５゜以上である (6)項
に記載の斜板式圧縮機用シュー。
（８）前記テーパ部と前記対斜板摺接面の延長面とのなす角度が９０゜以下である (6)項
または (7)項に記載の斜板式圧縮機用シュー。
【００２３】
　テーパ部の角度（上記「テーパ部と対斜板摺接面の延長面とのなす角度」のことをいう
。特に断りのない限り、以下そのように略す。）が比較的小さい適切な角度である場合、
潤滑油引込特性は良好となる。ところが、テーパ部の角度が小さすぎる 異物排斥特性
が低下する。つまり、テーパ部が異物に乗り上げ易くなり、乗り上げた状態でシューが移
動すれば、シューの斜板側摺接面と斜板の摺接面との間にその異物が引き込まれる結果と
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なるからである。これに対し、９０゜を限度としてテーパ部の角度を大きくすれば、その
テーパ面は異物を押し除けるように作用する。すなわち、異物排斥特性は、テーパ部の角
度が大きくなるほど良好になる。両摺接面間に異物が入り込んだ場合、その異物は、摺接
面の摩擦を大きくするだけでなく、それぞれの摺接面を傷つける。それぞれに発生した傷
は互いに相手側をさらに傷つけ合うことになり、摺動特性を悪化させる原因となる。また
、テーパ部の角度が小さい場合、異物にシューが乗り上げる格好となるため、狭い摺接面
間に異物が無理矢理押し込まれることになり、シューおよび斜板の摺接面に発生する傷は
深いものとなる。したがって、深い傷ができ易く、その意味で、異物に耐える力つまり異
物耐力に劣るものとなり、テーパ部の角度の小さいシューは、摺動特性が悪いものとなる
。一方、テーパ部の角度が大きい場合であっても、前記段差は比較的小さいため、鍛造成
形において素材の塑性流動における抵抗となり難く、シューの寸法精度を悪化させる一因
とはなり難い。
【００２４】
以上のことに鑑み、テーパ部の角度は、３５゜以上とするのが望ましく、より高い異物排
斥特性を得るためには、４０゜以上であることがより望ましい。また、テーパ部の角度は
、９０゜以下であることが望ましく、潤滑油引込特性、テーパ部の角度が小さくなるほど
鍛造成形における抵抗が小さくなること等を加味すれば、７５゜以下とするのが望ましく
、６０゜以下とするのがより望ましく、また５０゜以下とするのがさらに望ましい。
【００２５】
なお、前述のようにテーパ部の長さが殆ど０に近い究極状態においては、前述した２つの
コーナＲ部の境目の部分の角度、つまり、直径を含んで対斜板摺接面に直角な平面で切断
したシュー断面において２つのコーナＲへ接する一接線と対斜板摺接面の延長面とのなす
角度をもってして、テーパ部の角度とする。また、対斜板摺接面が中凸形状をなしている
場合には、「対斜板摺接面の延長面」は、前記同様、シュー中心線と直交して対斜板摺接
面に接する平面として扱う。つまり、シューを真直ぐな状態で斜板と摺接させた場合にお
いて、斜板の摺接面とテーパ部のとのなす角度が上記テーパ部の角度に相当する。
【００２６】
（９）前記コーナＲ部の曲率半径が０．０５ｍｍ以上である (6)項ないし (8)項のいずれか
に記載の斜板式圧縮機用シュー。
（１０）前記コーナＲ部の曲率半径が０．５ｍｍ以下である (6)項ないし (9)項のいずれか
に記載の斜板式圧縮機用シュー。
【００２７】
コーナＲ部を設けることによる前記デメリットの緩和効果、すなわち、潤滑油の摺接面間
への引込，バレル研磨加工におけるシューの打痕の抑制，金属メッキ被膜磨耗抑制等の効
果を実質的に得るためには、０．０５ｍ以上の曲率半径を有するコーナであることが望ま
しい。また、それらの効果は、曲率半径がある程度までは大きいほうが高くなる。したが
って、その効果を重視すれば、コーナＲ部の曲率半径が０．１ｍｍ以上であることがより
望ましく、０．１５ｍｍ以上であることがさらに望ましい。逆に、コーナＲ部の曲率半径
が大きくなる場合、比較的小さい異物は、上記テーパ部ではなくコーナＲ部で接する。そ
の場合、異物を排斥する特性は、異物との接点におけるコーナＲ部への接平面と上記斜板
側摺接面の延長面とのなす角度に依存する。コーナＲ部で異物と接触してその異物を排斥
する場合、接平面角度が大きいほど異物排斥特性は向上する。コーナＲの曲率半径が小さ
いほど、同じ大きさの異物がそのコーナＲ部に接触するときの接平面角度が大きくなる。
つまり、コーナＲ部の曲率半径が小さいほど異物の排斥特性は向上する。したがって、そ
のことによれば、コーナＲの曲率半径が０．５ｍｍ以下であることが望ましく、０．４ｍ
ｍ以下であることがより望ましく、０．３ｍｍ以下であることがさらに望ましい。
【００２８】
（１１）母材がアルミニウム合金からなる (1)項ないし (10)項のいずれかに記載の斜板式
圧縮機用シュー。
（１２）母材が高炭素クロム軸受鋼からなる (1)項ないし (10)項のいずれかに記載の斜板
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式圧縮機用シュー。
【００２９】
　本発明のシューは、その母材の材質が限定されるものではない。種々の金属材料等で形
成することができる。母材がアルミニウム系合金からなるシューは、軽量であることから
、特に軽量化が望まれる斜板式圧縮機、例えば車両用エアコンディショナ等の用途に供さ
れる斜板式圧縮機等に好適なシューとなる。アルミニウム系合金は、その種類が限定され
るものではない。既に各種分野で慣用されているアルミニウム系合金、種々の公知のアル
ミニウム系合金を用いることができる。より具体的には、例えば、Ａ４０３２（ＪＩＳ　
Ｈ　４０００等）等の共晶組成付近のＡｌ－Ｓｉ系合金を用いることができる。Ａｌ－Ｓ
ｉ系合金は、熱膨張率が小さく、耐磨耗性が良好であり、この合金を用いれば、良好な摺
動特性を有するシューとなる。また、例えば、Ａ２０１７，Ａ２０２４（ＪＩＳ　Ｈ　４
０００等）等のＡｌ－Ｃｕ－Ｍｇ系の合金を用いることができる。Ａｌ－Ｃｕ－Ｍｇ系合
金は強度が高いことから、この合金を用いれば、高強度であり、耐久性に優れたシューと
なる。アルミニウム合金製のものは、表面に硬質金属メッキ被膜で被覆されたものである
ことが望ましく、硬質金属メッキ被膜は、Ｎｉ－Ｐ，Ｎｉ－Ｂ等の無電解ニッケルメッキ
被膜であることが望ましい。無電解ニッケルメッキ被膜は、均一な硬質金属メッキ被膜を
形成できることに加え、その被膜は、析出時においてビッカース硬さＨｖ５００以上の高
い硬度を有し、耐磨耗性、耐食 れる。なお、アルミニウム合金製のシューは、円
柱状の素材ピースから鍛造成形されることが多く、円柱状の素材ピースは素材量のバラツ
キが大きいことから、その意味において、アルミニウム合金製のシューに本発明を適用す
ることのメリットが大きい。
【００３０】
本発明のシューは、鉄合金製ものであってもよい。鉄系の合金は、安価であり、強度，硬
度が比較的高い。したがって、本項に記載のシューは、安価であり、耐磨耗性、耐久性等
に優れたシューとなる。鉄系の合金は、その種類が限定されるものではないが、極めて硬
度が高くかつ耐磨耗性、耐熱性に極めて優れるという理由から、高炭素クロム軸受鋼（具
体的にはＳＵＪ２（ＪＩＳ　Ｇ　４８０５））を採用することが望ましい。高炭素クロム
軸受鋼製のシューの場合、焼入れ、焼戻し等の調質熱処理、窒化処理等を行って製造する
ことが望ましい。なお、高炭素クロム軸受鋼製のシューは、アルミニウム合金製のシュー
と比較して、鍛造成形に大きな成形荷重を必要とする。本発明のシューは、素材のバラツ
キ等がある場合であっても鍛造成形において素材の塑性流動が容易に行われることから、
金型のコストの低減等の効果が得られ、高炭素クロム軸受鋼製のシューに本発明を適用す
ることのメリットは大きい。
【００３１】
なお、繰り返すが、本発明のシューは、その母材が上記アルミニウム合金、上記鉄合金に
限定されるものではなく。上記記載は、シューの母材として、マグネシウム等の他の金属
材料、樹脂等を採用することを妨げるものではない。
【００３２】
（１３）当該シューが、前記ピストン側係合面部を成形する型面を有する第１の金型と、
前記斜板側係合面部を成形する型面を有する第２の金型とを備えた金型対を用い、その金
型対の中央に前記対斜板摺接面の径より小さな外径を有する素材ピースをセットし、その
金型対を閉型することにより鍛造成形されたものである (1)項ないし (12)項のいずれかに
記載の斜板式圧縮機用シュー。
（１４）円柱形状の前記素材ピースから鍛造成形された (13)項に記載の斜板式圧縮機用シ
ュー。
【００３３】
前述したように、本発明のシューは、その形状的特徴から、鍛造成形における素材の塑性
流動が容易に行われる。したがって、鍛造成形されるシューにおいて、その利点が充分に
発揮されることになる。素材ピースの形状は特に限定されず、球状の素材ピースから鍛造
成形されるものであってもよい。その場合、ベアリングボールの製造同様に、フラッシン
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グ、研削等の加工工程を経ることによって、素材量のバラツキの少ない素材ピースを製造
することができる。また、円柱状の素材ピースから鍛造成形されるものであってもよい。
円柱状の素材ピースは、棒材を切断することによって、低コストに調製することができる
が、素材量のバラツキが大きい。特に、シャーリング切断等による場合は、より安価であ
るが、より素材量のバラツキが大きいものとなる。本発明のシューは、素材量のバラツキ
があっても鍛造成形された後の寸法精度が良好であることから、円柱形状の素材ピースか
ら鍛造成形されるシューに、本発明を適用することのメリットは大きいものとなる。
【００３４】
（２１）斜板式圧縮機において斜板とピストンとの間に配設され、外表面が、概して凸球
面をなしてピストンと係合するピストン側係合面部と、概して平面をなして斜板と係合す
る斜板側係合面部とに概ね区画され、前記斜板側係合面部が、 (a)その斜板側係合面部の
中央部分を構成し、前記斜板の表面に摺接する略平坦な対斜板摺接面と、 (b)前記斜板側
係合面部の周縁部分を構成し、前記対斜板摺接面から段差を有して後退し、外周縁におい
て前記ピストン側係合面部につながる周縁面と、 (c)その周縁面と前記対斜板摺接面とを
つなぐ環状のつなぎ面とを有する球冠状のシューを成形する方法であって、
前記対斜板摺接面の外径より小さな外径を有する素材ピースを準備する素材ピース準備工
程と、
前記ピストン側係合面部を成形する型面を有する第１の金型と、前記斜板側係合面部を成
形する型面を有する第２の金型とを備えた金型対を用い、その金型対の中央に前記素材ピ
ースをセットし、その金型対を閉型して前記球冠状シューを鍛造する鍛造工程と
を含むことを特徴とする斜板式圧縮機用シューの成形方法。
（２２）素材ピース準備工程が、円柱状の素材ピースを準備するものである (21)項に記載
の斜板式圧縮機用シューの成形方法。
【００３５】
本発明の成形方法は、上記本発明のシューの成形方法であり、ピストン側係合面部と斜板
側係合面部との境界付近において分離する２つの金型からなる金型対を用いて、素材ピー
スをシュー高さ方向に押しつぶし、素材を外周方向に向かって塑性流動させて鍛造を行う
ものである。上記形状的特徴から、その塑性流動がスムーズに行われ、素材量のバラツキ
がある場合でも大きな成形荷重を必要とせず、その結果、成形されたシューは、寸法精度
、特に高さ方向における寸法精度の良好なものとなる。また、上述したように、素材量の
バラツキがある場合でも本成形方法によれば寸法精度よくシューの製造が行えることから
、安価な円柱形状の素材ピースを用いれば、安価なシューを得ることができる。なお、本
発明の成形方法の成形対象となる上記シューおよび上記金型対に対して、先の (2)項ない
し (20)項に記載の技術的特徴による限定を加えた態様とするものであってもよい。
【００３６】
（３１）斜板と、ピストンとを備えてなり、その斜板とそのピストンとの間に、 (1)項な
いし (14)項のいずれかに記載のシューが配設されたことを特徴とする斜板式圧縮機。
本発明の斜板式圧縮機は、上記本発明のシューを配設した斜板式圧縮機であり、摺動特性
の良好な斜板式圧縮機となる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態として、車両用エアコンディショナに用いられる可変容量型斜板
式圧縮機とそれの構成部品である球冠状のシューを例に取り、図面に基づいて詳細に説明
する。なお、説明の便宜上、まず、斜板式圧縮機の全体構成を説明し、次いで、そのシュ
ーの形状等およびそのシューと斜板との摺接状態を説明した後、さらにそのシューの製造
方法を説明する。なお、本発明は、決して下記実施形態にのみ限定されるものではなく、
下記実施形態の他、前記〔発明が解決しようとする課題，課題解決手段および効果〕の項
に記載された態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態
で実施することができる。
【００３８】
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〈斜板圧縮機の全体構成〉
図１に、本発明の斜板式圧縮機を示す。図１において、１０はシリンダブロックであり、
シリンダブロック１０の中心軸線周りの一円周上には、軸方向に延びる複数のシリンダボ
ア１２が形成されている。シリンダボア１２の各々には、片頭ピストン１４（以下、ピス
トン１４と略称する）が往復運動可能に配設されている。シリンダブロック１０の軸方向
の一端面（図１の左側の端面であり、前端面と称する）には、フロントハウジング１６が
取り付けられ、他方の端面（図１の右側の端面であり、後端面と称する）には、リヤハウ
ジング１８がバルブプレート２０を介して取り付けられている。フロントハウジング１６
，リヤハウジング１８，シリンダブロック１０等により斜板式圧縮機のハウジングが構成
されている。リヤハウジング１８とバルブプレート２０との間には、吸入室２２，吐出室
２４が形成され、それぞれ、吸入ポート２６，供給ポート２８を経て、図示しない冷凍回
路に接続される。バルブプレート２０には、吸入孔３２，吸入バルブ３４，吐出孔３６，
吐出バルブ３８等が設けられている。
【００３９】
上記ハウジング内には、回転軸５０が、シリンダブロック１０の中心軸線を回転軸線とし
て回転可能に設けられている。回転軸５０は、その両端部においてそれぞれフロントハウ
ジング１６，シリンダブロック１０にベアリングを介して回転可能に支持されている。シ
リンダブロック１０の中心部には、支持穴５６が形成されており、その支持穴５６におい
て上記ベアリングを介して支持されているのである。回転軸５０のフロントハウジング１
６側の端部は、図示しない駆動源としての車両エンジンに、電磁クラッチ等のクラッチ装
置を介して連結されている。したがって、車両エンジンの作動時に、クラッチ装置によっ
て回転軸５０が車両エンジンに接続されれば、回転軸５０が自身の軸線まわりに回転させ
られる。
【００４０】
回転軸５０には、斜板６０が軸方向に相対移動可能かつ傾動可能に取り付けられている。
斜板６０には、中心線を通る貫通穴６１が形成され、この貫通穴６１を回転軸５０が貫通
している。貫通穴６１は、両端開口側ほど図１における上下方向に内のり寸法が漸増させ
られ、それら両端部の横断面形状が長穴をなしている。回転軸５０にはまた、回転板６２
が固定され、スラストベアリング６４を介してフロントハウジング１６に受けられている
。斜板６０は、ヒンジ機構６６により、回転軸５０と一体的に回転させられるとともに、
軸方向の移動を伴う傾動を許される。ヒンジ機構６６は、回転板６２に固定的に設けられ
た支持アーム６７と、斜板６０に固定的に設けられ、支持アーム６７のガイド穴６８にス
ライド可能に嵌合されたガイドピン６９と、斜板６０の貫通穴６１と、回転軸５０の外周
面とを含むものである。
【００４１】
前記ピストン１４は、斜板６０の外周部を跨ぐ状態で係合させられる係合部７０と、係合
部７０と一体に設けられ、シリンダボア１２に嵌合される頭部７２とを備えている。本実
施形態における頭部７２は、中空頭部とされて軽量化が図られている。頭部７２，シリン
ダボア１２およびバルブプレート２０が共同して圧縮室を形成している。また、係合部７
０は一対の球冠状のシュー７６を介して斜板６０の外周部と係合させられている。シュー
７６については後に詳しく説明する。
【００４２】
斜板６０の回転運動は、シュー７６を介してピストン１４の往復直線運動に変換される。
ピストン１４が上死点から下死点へ移動する吸入行程において、吸入室２２内の冷媒ガス
が吸入孔３２，吸入バルブ３４を経てシリンダボア１２内の圧縮室に吸入される。ピスト
ン１４が下死点から上死点へ移動する圧縮行程において、シリンダボア１２内の圧縮室の
冷媒ガスが圧縮され、吐出穴３６，吐出バルブ３８を経て吐出室２４に吐出される。冷媒
ガスの圧縮に伴ってピストン１４には、軸方向の圧縮反力が作用する。圧縮反力は、ピス
トン１４，斜板６０，回転板６２およびスラストベアリング６４を介してフロントハウジ
ング１６に受けられる。
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【００４３】
シリンダブロック１０を貫通して給気通路８０が設けられており、この給気通路８０によ
り、吐出室２４と、フロントハウジング１６とシリンダブロック１０との間に形成された
斜板室８６とが接続されている。給気通路８０の途中には、電磁制御弁９０が設けられて
おり、この電磁制御弁９０のソレノイド９２への電流供給は、コンピュータを主体とする
制御装置（図示省略）により、冷房負荷等の情報に応じて制御される。
【００４４】
回転軸５０の内部には、排出通路１００が設けられている。排出通路１００は、一端にお
いて前記支持穴５６に開口させられるとともに、他端において斜板室８６に開口させられ
ている。支持穴５６は排出ポート１０４を経て吸入室２２に連通させられている。
【００４５】
本斜板式圧縮機は可変容量型であり、高圧側である吐出室２４と低圧側である吸入室２２
との圧力差を利用して斜板室８６内の圧力が制御されることにより、ピストン１４の前後
に作用するシリンダボア１２内の圧縮室の圧力と斜板室８６の圧力との差が調節され、斜
板６０の傾斜角度が変更されてピストン１４のストロークが変更され、圧縮機の吐出容量
が調節される。具体的には、電磁制御弁９０の励磁，消磁の制御により、斜板室８６が吐
出室２４に連通させられたり、遮断されたりすることによって、斜板室８６の圧力が制御
される。
【００４６】
シリンダブロック１０およびピストン１４は、金属の一種であるアルミニウム合金製のも
のとされ、ピストン１４の外周面には、フッ素樹脂のコーティングが施されている。フッ
素樹脂でコーティングすれば、同種金属との直接接触を回避して焼付きを防止しつつシリ
ンダボア１２との嵌合隙間を可及的に小さくすることができる。ただし、シリンダブロッ
ク１０やピストン１４の材料、コーティング層の材質等は、上述の材料等に限らず、他の
材料等であってもよい。
【００４７】
ピストン１４の係合部７０は、概してＵ字形をなし、頭部７２の中心軸線と直交する方向
に互いに平行に延びる一対のアーム部１２０，１２２と、これらアーム部１２０，１２２
の基端どうしを連結する連結部１２４とを備えている。アーム部１２０，１２２の互いに
対向する側面には、それぞれシュー７６を保持しつつシュー７６と摺接する凹球面状の摺
接面１２８が形成されている。これら２つの摺接面１２８は同一球面上に位置している。
【００４８】
上記シュー７６が摺動する斜板６０は、その母材がダクタイル鋳鉄からなる。シュー７６
が摺接する摺接面１３２，１３４には、図示していないが、母材の表面に金属溶射膜であ
るアルミニウム溶射膜が形成され、さらにその表面に潤滑被膜が形成されている。この潤
滑被膜は、合成樹脂にＭｏＳ 2およびグラファイトを分散させたものであり、摺接面にお
ける摩擦を充分に減じてシュー７６と斜板６０との摺動特性を良好なものとしている。な
お、アルミニウム溶射膜は、潤滑被膜が何らかの要因で、磨耗、剥離等して除去された場
合であっても、母材が直接摺接することを防止しつつ、摺動特性を良好に保つように機能
する。なお、斜板の母材の材質、潤滑被膜の種類，膜厚あるいはそれの有無、アルミニウ
ム溶射膜の膜厚あるいはそれの有無等の斜板の構成については、他の構成とすることがで
きる。
【００４９】
〈シューの形状等およびシューと斜板との摺接状態〉
図２に、シュー７６の正面断面図を示す。シュー７６は、外表面が、概して凸球面をなし
てピストン１４と係合するピストン側係合面部１５０と、概して平面をなして斜板６０と
係合する斜板側係合面部１５２とに概ね区画される形状となっている。斜板側係合面部１
５２は、中央部分を構成して斜板６０の摺接面１３２，１３４（以下、「斜板摺接面１３
２」と略す）に摺接する略平坦な対斜板摺接面１５４と、周縁部分を構成して対斜板摺接
面１５４から段差を有して後退し（対斜板摺接面１５４の延長面から離間する意味である
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）、外周縁においてピストン側係合面部１５０につながる周縁面１５６と、周縁面１５６
と対斜板摺接面とをつなぐ環状のつなぎ面１５８とを有している。図では、理解を容易に
するため周縁面１５６と対斜板摺接面１５４との段差量を誇張して示している。対斜板摺
接面１５４は、厳密には僅かに中高（中凸）の曲面、詳しくは、曲率半径がきわめて大き
い凸球面とされている。本実施形態では、中高量（周縁と中央との高さ方向における距離
差）は約５μｍとされている。また、斜板側係合面部１５２は、中央に、潤滑油を貯留さ
せて摺動特性をより良好なものとするための凹所１６０が形成されている。したがって、
対斜板摺接面１５４は、環状の面となる。一方、対ピストン摺接面１６２の中央にも、成
形時におけるノックピン押圧用の凹所１６３が形成されている。なお、ピストン側係合面
部１５０は、ピストン１４の摺接面１２８に対応する凸球面状の対ピストン摺接面１６２
と、対ピストン摺接面１６２と斜板側係合面部１５２の周縁面１５６とをつなぐ外周縁曲
面１６４とを有している。
【００５０】
図１をも参照しつつさらに説明すれば、一対のシュー７６は、対ピストン摺接面１６２に
おいてピストン１４の摺接面１２８に摺動可能に保持され、対斜板摺接面１５４において
斜板６０の外周部の両側面である両摺接面１３２，１３４に接触し、斜板６０の外周部を
両側から挟持する。つまり、シュー７６は、対斜板摺接面１５４において斜板６０と摺動
し、対ピストン摺接面１６２においてピストン１４と摺動するものとなっている。なお、
一対のシュー７６は、その状態でそれぞれの対ピストン摺接面１６２が略同一球面上に位
置するように設計されている。つまり、シュー７６は、半球より斜板６０の厚さの略半分
だけ小さい高さをもつ球冠に近い形状をなしている。
【００５１】
シュー７６は、母材と、母材の全表面を被覆する硬質金属メッキ被膜とからなる。母材は
、アルミニウムを主成分とし、共晶付近の組成割合となるようにシリコンを含有するＡ４
０３２相当のＡｌ－Ｓｉ系合金からなる。また、硬質金属メッキ被膜は、無電解ニッケル
メッキ被膜であり、硬度，強度が高く、シュー７６の磨耗を防止するとともにシュー７６
に傷がつくのを防止している。無電解ニッケル被膜の膜厚は、平均で約５０μｍであり、
図２においては、この無電解ニッケル被膜層は省略されている。なお、母材の材質、硬質
金属メッキ被膜の種類、膜厚等の構成は、本実施形態のものに限らず、例えば、ＳＵＪ２
製の母材に対して窒化処理を施した態様で実施することもできる。
【００５２】
図３に、シュー７６と斜板６０とが摺接する状態におけるつなぎ面１５８を中心とした部
分を、拡大して示す。つなぎ面１５８は、対斜板摺接面１５４と周縁面１５６との段差の
部分に存在する。つなぎ面１５８は、周縁面に向かうに従って拡がる円錐台周面形状をな
すテーパ部１８０と、テーパ部１８０と対斜板摺接面１５４とをつなぐコーナＲ部である
摺接側Ｒ部１８２と、テーパ部１８０と周縁面１５６とをつなぐもう１つのコーナＲ部で
ある周縁側Ｒ部１８４とに区画される（各部の境は、便宜的に小さな○で示す）。対斜板
摺接面１５４と周縁面１５６との段差量Ｄは、所定の値とされる。例えば、本実施形態の
シューでは、０．２ｍｍとされている。テーパ部１８０の角度つまりテーパ部１８０と対
斜板摺接面１５４の延長面１８６とのなす角度α（以下、テーパ角αと称す）、摺接側Ｒ
部１８２の曲率半径ｒおよび周縁側Ｒ部の曲率半径ｒ’も、それぞれ所定の値とされる。
本実施形態のシューの場合、テーパ角αは４５゜に、曲率半径ｒおよび曲率半径ｒ’はと
もに０．２ｍｍとされている。
【００５３】
図３は、シュー７６を真直ぐな状態（シューの中心線が斜板の摺接面と直角となる状態）
で斜板６０に摺接させた様子を示している。シュー７６の対斜板摺接面１５４は、上述し
たように、僅かに中高の曲面となっていることから、摺接状態において、対斜板摺接面１
５４と斜板摺接面１３２との間には、シュー７６の外周側に向かって間隔量が漸増する微
小間隔の隙間１９０が存在する。理解を容易にするため、図３では、隙間１９０は誇張し
て示されている。この隙間１９０の存在により、摺接面間に良好な潤滑油膜の形成がなさ
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れ、摺動特性が向上する。なお、上記段差量 Dおよびテーパ角αの基準となる対斜板摺接
面１５４の延長面１８６は、対斜板摺接面１５４が中凸形状をなしているため、前述した
ように、シュー７６の中心線と直交して対斜板摺接面に接する平面と擬制されており、図
３においては、斜板摺接面１３２と一致している。また、対斜板摺接面１５４と周縁面１
５６とは平行であるとみなすことができる。したがって、段差量Ｄは、斜板摺接面１３２
と周縁面１５６との面間距離に相当し、テーパ角αは、テーパ部１８０と斜板摺接面１３
２とのなす角度に相当するものとなっている。
【００５４】
シュー７６が斜板６０と摺動する状態（図３の→の方向にシュー７６が相対的に動くもの
とする）において、斜板６０の表面に存在する潤滑油（図示を省略）は、シュー７６のつ
なぎ面１５８と斜板摺接面１３２とで区画される断面が楔形の楔状空間１９２から、隙間
１９０に導かれる。楔状空間１９２内に異物１９４が入り込んだ場合、本実施形態のシュ
ー７６では、テーパ部１８０のテーパ角αおよび摺接側Ｒ部１８２の曲率半径ｒが適正な
値とされており、摺動特性に大きな影響を与えるような比較的大きな異物はテーパ部１８
０によって隙間１９０に入り込むことを阻止される。つまり、対斜板摺接面１５４の周縁
に、例えば図３に示すような適切な形状を有するつなぎ面１５８を形成すれば、潤滑油を
摺接面間に引き込みつつ、異物を排斥することが可能である。したがって、適切な形状の
つなぎ面１５８を有するシューは、良好な摺動特性が得られる。
【００５５】
図３に示す異物１９４は、約１００μｍの直径を有する球として示してある。かかる大き
な異物１９４は、テーパ部１８０に当接するため、テーパ角αの大きさが異物の排斥特性
を決定する要因となる。異物が小さい場合、テーパ部１８０ではなく、その異物は摺接側
Ｒ部１８２に当接するため、摺接側Ｒ部１８２の曲率半径ｒも異物排斥特性を決定する要
因となる。詳しくは、異物が摺接側Ｒ部１８２に当接する場合、両者の接点における摺接
側Ｒ部１８２への接平面と上記延長面１８６とのなす角度（接平面角度）によって決まる
。この接平面角度が大きい場合には異物の排斥特性は良好であり、ある程度小さくなる場
合には異物が摺接面間に引き込まれ易くなる。異物径が同じであれば、摺接側Ｒ部の曲率
半径ｒが小さいほうが、異物排斥特性は優れる。しかし、これと逆に、潤滑油の摺接面間
への引き込みは、曲率半径ｒがある程度大きいほうが良好である。また、前述したように
、曲率半径ｒが小さすぎることによるデメリットも存在する。上記のことを総合して勘案
し、異物排斥効果と潤滑油の引き込み効果等との兼ね合いを考慮して、そのシューの目的
に応じた適切なテーパ角αおよび曲率半径ｒを決定すればよいのである。具体的には、目
的とするシューに応じて、また、後述する鍛造成形における塑性流動の容易さ等を考慮し
て、例えば前記〔発明が解決しようとする課題，課題解決手段および効果〕の項に示した
記述に基づいて、テーパ角αおよび曲率半径ｒの値を決定すればよい。なお、異物径と曲
率半径ｒとの関係については、前述したところの本出願人による未公開特許出願（特願２
００１－１３９５３９号）に詳しく、理解の一助としてそれを参照することができる。
【００５６】
　上記実施形態の場合、周縁面１５６と対斜板摺接面１５４との段差量Ｄは、０．２ｍｍ
に設定されており、２００μｍを下回る程度の異物が斜板摺接面１３２と周縁面１５６と
の間に噛み込むことはない。段差量Ｄは、想定される異物の大きさ、つなぎ面１５８の形
状等に応じて、また、後述する鍛造成形における塑性流動の容易さ等を考慮して、例えば
前記〔発明が解決しようとする課題，課題解決手段および効果〕の項に示した記述に基づ
いて設定すればよい。また、上記実施形態では、周縁面１５６は、対斜板摺接面１５４に
対して略平行に形成されている。これに代え、図４に示すように、周縁面１５６を対斜板
摺接面１５４に対して傾斜させることも可能である。その場合、後に詳しく説明するとこ
ろの鍛造成形における素材の塑性流動の抵抗が大きくならない範囲として、周縁面１５６
と対斜板摺接面１５４の延長面１８６とのなす角度βが、１０゜以下となるような形状と
することが望ましい。さらに、周縁面１５６の幅（周縁面外縁と周縁面内縁との距離差）
は、素材ピースの素材量のバラツキ、素材の塑性流動の容易さ等を勘案しつつ、決定すれ
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ばよい。対斜板摺接面１５４の面積が大きいほど摺接状態が安定するため、その点を考慮
すれば、周縁面１５６の幅は、有効な対斜板摺接面１５４が確保できる程度の幅とするこ
とが望ましい。なお、シューの最外縁となる外周縁曲面１６４の形状は、特に限定される
ものではない 実施形態の場合、シューの最外縁は、後に説明するように、鍛造成形に
おける素材量のバラツキを吸収する部分であるため、若干ではあるが、シューごとに異な
る形状となる。
【００５７】
〈シューの製造方法〉
上記実施形態のシュー７６の製造方法の一例を説明する。この製造方法によれば、シュー
は、素材ピース準備工程，鍛造工程，調質熱処理工程，研磨工程，メッキ工程，仕上研磨
工程のそれぞれの工程をその順に経て製造される。なお、本発明の成形方法は、上記素材
ピース準備工程と上記鍛造工程とを含んで構成される。
【００５８】
　素材は、上述したアルミニウム系合金であり、その素材から形成された素材ピースは、
図 すように、円柱形状をなしている。詳しくは、素材ピース２００は、シュー７６
の対斜板摺接面１５４の外径より小さな外径を有しかつシュー７６の高さより高い高さを
有する円柱形状をなし、一方の端面に、斜板側係合面部１５２に形成される凹所１６０に
対応する凹所２０２が設けられ、他方の端面に、ピストン側係合面部１５０に形成される
凹所１６３に対応する凹所２０３が設けられている。この素材ピース２００は、円柱状の
素材ピース基体に、凹所２０２および凹所２０３を形成して製造される。素材ピース基体
は、鋳造して得られた所定の組成のアルミニウム合金からなるビレットを押出加工し、さ
らに引抜加工することで所定径の丸棒を作製し、その丸棒に焼きなまし処理を施し、その
処理後の丸棒を鋸盤、シャーリング等によって所定の長さに切断し、さらに切断後の素材
の表面を平滑にすべくバレル研磨して調製したものである。
【００５９】
図６に、素材ピース２００に凹所２０２および凹所２０３を形成する様子を示す。凹所２
０２および凹所２０３は、いわゆる据え込み鍛造によって形成される。用いられる凹所形
成金型対２０６は、スプリングダンパ２０８を介して基台２１０に支承された下型２１２
と、下型２１２と対向する上型２１３とを含んで構成される。下型２１２は、素材ピース
基体２０４がセットされる凹部２１４を有し、この凹部２１４は、内径が素材ピース基体
２０４の外径よりほんの僅かに大きく、また、深さが素材ピース基体２０４の高さより浅
く形成されている。下型２１２には、凹部２１４の低部中央に通じる円形貫通穴２１５が
設けられており、基台２１０には、一端部が固定支持された円柱状のピン２１６が設けら
れ、ピン２１６の他端が円形貫通穴２１５に挿入させられている。上型２１３は、底部が
素材ピース基体２０４の上端に当たるように形成された凹部２１８を有し、凹部２１８は
、内径は素材ピース基体２０４の外径より幾分大きくされており、底部の中央には突部２
１９が設けられている。下型２１２の凹部２１４に素材ピース基体２０４をセットした状
態で、上型２１３を下降させれば、上型２１３と下型２１２とが閉型するとともに、下型
２１２が基台２１０に対して下降することで、ピン２１６の一端が凹部２１４内に突出す
る。それにより、ピン２１６の先端部および上型の突部２１９が素材ピース基体の２０４
の両端面のそれぞれに据え込まれ、それぞれの端面に凹所２０２と凹所２０３のそれぞれ
が形成され、素材ピース２００が完成させられる。
【００６０】
上記のようにして素材ピース準備工程が終了する。素材ピース準備工程は、上記形態に限
られない。例えば、球状の素材ピースを用いて、シューを成形する場合は、素材ピースは
球状のものを製造する工程となる。その場合、棒状の素材を切断し、プレスし、その後、
フラッシング、研削する等の各種工程が組み合わされたものとなる。また、凹所を有しな
い素材ピースを用いて鍛造成形される場合、上記素材ピース準備工程において、凹所の形
成は不要となる。なお、鍛造工程を行う者が、素材ピース準備工程までも行う必要がなく
、所定の素材ピースを購入等して調達し、その素材ピースを用いて鍛造を行ってもよい。
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その場合は、素材ピース準備工程は、素材ピースを調達する工程となる。
【００６１】
次いで、素材ピース２００は、鍛造工程において、鍛造成形に供される。鍛造工程の様子
を、模式的に図７に示す。鍛造成形は、上型２２０と下型２２２とからなる金型対２２４
を用い、鍛造装置によって、冷間にて行われる。金型対２２４は、上型２２０と下型２２
２とが合わさって閉型した状態において、シュー７６と略同じ形状のキャビティを形成す
る。厳密には、シュー母材形状と略同じ形状のキャビティであって、後に母材表面に施さ
れる無電解ニッケル被膜の膜厚が考慮されて、その膜厚に相当する程度小さいキャビティ
を形成する。下型２２２は、その中央部に、素材ピース２００の凹所２０２に殆どぴった
りと嵌る形状をなす突起２２６を有し、素材ピース２００を型内にセットにする場合、形
成された凹所２０２にこの突起２２６が挿入されることで、素材ピース２００が位置決め
される。一方、上型２２０には、可動のノックピン２２７が備えられており、ノックピン
２２７の先端部は、素材ピース２００に形成されている凹所２０３に嵌め合わされる。こ
のように、鍛造成形の前に予め凹所を形成させておけば、その凹所を利用して型内の適正
位置に素材をセットでき、鍛造成形における塑性流動が等方化され、鍛造されたシュー７
６は、形状、寸法のバラツキが少なく、高品質なものとなる。素材ピース２００をセット
した後、上型２２０を下降させて閉型することで、シュー７６が鍛造成形される。
【００６２】
より詳しく説明すれば、上型２２０の金型面は、シュー７６のピストン側係合面部１５０
を成形する金型であり、上型２２０は、前記第１の金型に相当し、下型２２２の金型面は
、シュー７６の斜板側係合面部１５２を成形する金型であり、下型２２２は、前記第２の
金型に相当する。閉型した状態において、下型２２２の対斜板摺接面１５４を成形する部
分と、上型２２０の金型面との間隔が、シュー７６の高さ寸法（厳密には母材１５２の高
さ寸法）を決定付ける。なお、この金型対２２４は、上型２２０と下型２２２との金型面
の周囲の部分を互いに衝合して閉型するようにされており（いわゆる、型当てである）、
そのことは、シューの高さ寸法の精度向上に貢献している。しかし、金型の衝合は型の寿
命にも影響するので、そのことをも考慮して、型当ての要否、型当て部位等を選択、決定
することが望ましい。
【００６３】
金型対２２４のキャビティは、最外周の部分に素材が充満されずに残る余剰空間２２８が
存在するようになっており、この余剰空間２２８は、素材量のバラツキを吸収する空間と
なる。言い換えれば、下型２２２の金型面のうちの周縁面１５６を成形する部分は周囲に
向かって延長されており、また、上型２２０の金型面の対ピストン摺接面１６２を成形す
る部分は延長されており、それらの延長された部分に囲まれた部分が余剰空間２２８とな
るのである。逆に言えば、そのような余剰空間２２８が残存するように、素材量が設定さ
れているのである。なお、この余剰空間２２８において形成されるシューの外周縁部は、
素材量のバラツキによってその形状が若干ではあるがバラツキを生じる。しかし、その部
分の表面である外周縁曲面１６４は、斜板式圧縮機に組付られた状態では、ピストンとも
斜板とも摺接することはなく、上記バラツキは、斜板式圧縮機の性能に影響を及ぼさない
。
【００６４】
素材ピース２００を金型対２２４にセットして、金型対２２４の閉型を開始すれば、素材
は上下方向から押圧されて、周囲に向かって拡がるように変形を開始する。つまり、素材
は、概して周囲に向かうように塑性流動を開始する。上型２２０の下降につれ、周囲に向
かって素材の端面は進行し、金型対２２４が閉型するときには、素材は上型２２０および
下型２２２の金型面にぴったりと押さえ付けられ、上記余剰空間２２８のみを残してキャ
ビティ内に充満する。それによってシューの鍛造成形が終了する。なお、鍛造成形された
シューを金型対２２４から取り出す場合、上型２２０を上昇させる際に、ノックピン２２
７を押し下げることにより、シュー７６が上型２２０に張り付くことなく離され、シュー
７６の取り出しが容易に行える。
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【００６５】
図８に、シュー外周部の素材の塑性流動の様子を示す。本実施形態のシュー７６の鍛造成
形においては、素材は、外周に向かって拡がるが、下型２２２の型面のうち、つなぎ面１
５８を成形する部分に相当する段差部２３０が、塑性流動の抵抗となり得る。しかし、上
記形状のシューでは、周縁面１５６と対斜板摺接面１５４との段差量Ｄは比較的小さいた
め、段差部２３０を乗り越えて（段差部２３０に覆い被さって）塑性流動することから、
その抵抗はかなり小さいといえる。したがって、大きな成形荷重を必要とせず、成形後の
スプリングバック量も少ない。また、素材量が正規量より多い素材ピース２００を、この
金型対２２４で鍛造する場合であっても、塑性流動に対する抵抗の増加は小さい。したが
って、本実施形態のシューでは、その形状的特徴により、素材量のバラツキによる成形寸
法のバラツキが少ないのである。
【００６６】
比較のために、前述したところの、斜板側係合面部とピストン側係合面部とをつなぐ側面
部が設けられたシューと、そのシューの鍛造について説明する。図９に、比較例としての
前述のシューの正面断面図を示す。本比較例のシュー２５０は、外表面が、概ねピストン
側係合面部２５２と、斜板側係合面部２５４と、その両者をつなぐ側面部２５６とに区画
される。側面部２５６は、斜板側係合面部２５４の対斜板摺接面２５８に対して約４５゜
の傾斜をなすテーパ面２６０と、テーパ面２６０とピストン側係合面部２５２の対ピスト
ン摺接面２６２とをつなぐ外周縁曲面２６４とを有している。実施形態のシュー７６と同
様、テーパ面２６０と対斜板摺接面２５８とは小さなコーナＲを挟んで隣接しており、ま
た、その外周縁曲面２６４を形成する部分が、素材のバラツキを吸収する部分となってい
る。また、同様に、斜板側係合面部２５４およびピストン側係合面部２５２には、それぞ
れ凹所２６６、凹所２６８が形成されている。
【００６７】
図１０に、比較例のシュー２５０を成形する鍛造工程の様子を模式的に示す。なお、金型
等に関しては、図７に示すものと同じ機能を果たす部分については、同じ符号を付すもの
とする。比較例のシュー２５０の鍛造成形も、実施形態のシューの場合と同様の金型対２
２４を用い、同様の方法によって行う。金型対２２４において異なる点は、下型２２２が
、側面部２５６のテーパ面２６０の成形が可能な型面を有している点である。また、同様
に、キャビティには、素材量のバラツキを吸収する空間として、最外周の部分に素材が充
満されずに残る余剰空間２２８が存在するようになっている。
【００６８】
図１１に、比較例のシュー２５０におけるシュー外周部の素材の塑性流動の様子を示す。
比較例のシュー２５０の鍛造成形の場合も、同様に、素材は外周に向かって拡がる。実施
形態のシュー７６の場合と違うのは、素材の端面が進行する先には、側面部２５６を形成
する型面２７０が存在することである。塑性流動が進み、素材の端面がその型面２７０の
部分（図のＡ）に当接してからは、その型面２７０の存在が塑性流動に対する大きな抵抗
となる。詳しく言えば、コーナＲを成形するために下型２２２のコーナ部（図のＢ）に対
して素材を押付ける力（図のａの方向の力）、型面２７０に押さえ付けつつその型面２７
０に沿って余剰空間２２８に向かって素材を移動させる力（図のｂの方向の力）等を必要
として、素材に大きな成形荷重をかけなければならない。素材量が正規量より多い素材ピ
ース２００を、この金型対２２４で鍛造する場合は、特に、大きな成形荷重を必要とする
。大きな成形荷重を必要とすることは、素材も大きな力を受けることから、例えば、成形
後のスプリングバック量が多くなってしまう。結論付ければ、比較例のシュー２５０では
、その形状に起因する塑性流動に対する大きな抵抗が生じ、その結果、素材量のバラツキ
が、成形寸法の大きなバラツキを引き起こすのである。なお、大きな成形荷重を加えなけ
ればならないことは、金型に対する負担も大きく、例えば、高炭素クロム軸受鋼等の高強
度材料からなるシューの成形の場合には、金型の強度アップを図らなければならず、製造
コストを引き上げる一因ともなる。
【００６９】
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鍛造成形において金型が受ける素材からの反力を、実施形態のシューの場合と比較例のシ
ューの場合とで、実際に比較した。反力が大きいということは、成形荷重を大きくしなけ
ればならないことを意味し、鍛造成形の際に素材が大きな力を受けることを意味する。な
お、この比較は、ＣＡＥ（ computer-aided experiment：計算機援用実験）による解析で
ある。シュー素材は、ともに前記アルミニウム合金であり、正規素材量を３．００ｇとし
、その正規素材量の素材ピースから成形する状態と、正規素材量より０．０４ｇ多い素材
量の素材ピースから成形する状態との２つの状態について、それぞれ評価した。その結果
として、図１２に、実施形態のシュー７６および比較例のシュー２５０のそれぞれを鍛造
成形した場合の、成形時間の経過に対する反力の変化を示し、図１３に、両者の場合の、
素材量の変化に対する最大反力の変化を示す。
【００７０】
図１２によれば、いずれのシューの場合も、成形開始から徐々に反力が増加し、シューの
外周縁の部分への素材の塑性流動が始まるころから、反力の増加勾配が大きくなり、成形
終了直前において、最大の反力となる。正規素材量の素材ピースから成形する場合につい
て、実施形態のシューと比較例のシューとを比較すれば、上述の説明のとおり、比較例の
シューのほうが反力が大きいことが判る。最大反力は、実施形態のシューの場合が約９ｔ
（トン）であるのに対し、比較例のシューが約１５ｔと大きい。素材量を０．０４ｇ多く
した場合について見れば、実施形態のシューおよび比較例のシューのいずれを鍛造成形す
る場合でも、素材からの反力は増加する。ところが、実施形態のシューの場合、最大反力
が約１２ｔであり、最大反力の増加量としては約３ｔと小さい。これに対し比較例のシュ
ーの場合は、最大反力が約２６ｔであり、最大反力の増加量は１１ｔと大きくなることが
判る。この結果をプロットした図１３は、実施形態のシューのほうが、素材量が増加した
場合でも、反力が増加割合が小さいことを示している。以上の結果から、実施形態のシュ
ーは、比較例のシューに比べて、必要となる成形荷重が小さいことが容易に理解できる。
また、実施形態のシューは、素材量のバラツキが生じても、素材が受ける力の差が小さい
ことから、寸法のバラツキは小さく、寸法精度の高いシューであることが確認できる。
【００７１】
上記鍛造成形は、円柱形状の素材ピースから行っているが、球状の素材ピースを始めとし
て、各種形状の素材ピースから行うことができる。素材ピースの形状に関わらず、本発明
のシューは、成形鍛造に必要な成形荷重が小さく、また、素材量の増加による反力の増加
割合が小さく、寸法精度の高いシューとなる。
【００７２】
なお、上記鍛造工程は、素材ピースから最終形状までの成形を一工程で行っているが、加
工度の低いいくつかの鍛造成形を順次行うようにして、多工程で構成された鍛造工程とす
ることができる。例えば、一旦、中間的な形状（外周縁部の成形を行わない形状）にまで
鍛造成形し、その後に、上述のように、外周縁部の成形を含めた鍛造成形を行うことがで
きる。その場合は、後の鍛造成形を行う工程が、本発明の成形方法における鍛造工程とな
り、上記中間的形状のシュー前躯体が、素材ピースに該当することになる。また、最終形
状に極めて近い形状（外周縁部の成形が殆ど完了した形状）にまで成形し、その後、寸法
調整等を目的として、仕上鍛造成形を行うものであってもよい。この場合は、先の鍛造成
形を行う工程が、本発明の成形方法における鍛造工程となる。なお、複数の工程による成
形を行う場合、いずれかの工程間において、成形品に焼きなまし処理等を行うこともでき
る。
【００７３】
鍛造工程で成形されたシューは、調質熱処理工程において、Ｔ６処理，Ｔ７処理（ＪＩＳ
　Ｈ  ０００１）といった調質熱処理が行われる。また、研磨工程において、表面平滑化
等のための研磨加工が行われる。この研磨加工では、平面研磨およびバレル研磨の２つの
研磨加工を行う。平面研磨は、対斜板摺接面１５４の表面を研磨するものであり、平面研
磨機により、いくつかのシューを整列させ、遊離砥粒を用いて行う。なお、この平面研磨
において、対斜板摺接面１５４を中凸形状とすることもできる。バレル研磨は、シューの

10

20

30

40

50

(17) JP 3985552 B2 2007.10.3



表面全体を研磨するものであり、バレル研磨機中に遊離砥粒とともにシューを投入して行
う。なお、この２つ研磨加工は、いずれを先に行うものであってもよい。また、メッキ工
程を行って、例えば、シューの表面に硬質金属メッキ被膜である無電解ニッケルメッキ被
膜を施してもよい。仕上研磨工程において、研磨加工が施される。この仕上研磨工程では
、主にバレル研磨を行い、必要とあらば平面研磨を行う。バフ研磨を行ってもよい。以上
、説明した各工程を適当な順序で経て、上記シュー７６が完成する。製造方法は、上述し
た製造方法に限定されるものでなく、本発明のシューは、製造対象とするシューの仕様に
応じ、種々の態様の製造方法で製造することが可能である。
【００７４】
以上の製造方法についての説明は、アルミニウム合金製のシューの製造方法を中心に行っ
てきたが、高炭素クロム軸受鋼等の鉄合金製のシューの場合は、例えば、上記鍛造工程後
、必要とあれば焼入れ等の調質熱処理が施され、研磨工程、窒化処理工程、仕上研磨工程
等を経てシューが完成する。なお、調質熱処理においては、熱歪み等によってシューが変
形することも考えられる。その場合、その変形を見越して、鍛造工程における成形寸法を
設定すればよい。かかる製造方法を採用し得るのも、本発明のシューおよび成形方法が寸
法精度が高いことに依拠するものである。つまり、寸法精度の高いシューの成形が可能で
あることは、鍛造成形後の寸法調整を軽減でき、低コストにシューを製造できるというメ
リットにつながるのである。
【００７５】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態であるシューが配設された斜板式圧縮機を示す正面断面図で
ある。
【図２】図１に示す斜板圧縮機に配設されるシューを示す正面断面図である。
【図３】図２に示すシューが斜板と摺接している状態におけるつなぎ面を中心とした部分
を拡大して示す断面図である。
【図４】本発明のもう一つの実施形態であるところの、周縁面が対斜板摺接面に対して傾
斜するシューを示す断面図である。
【図５】上記実施形態のシューを鍛造によって成形する場合において用いられる素材ピー
スを示す。
【図６】本発明の実施形態である成形方法の素材ピース準備工程において、素材ピース基
体に凹所を形成する様子を示す。
【図７】実施形態のシューを成形する鍛造工程の様子を模式的に示す。
【図８】実施形態のシューの鍛造成形におけるシュー外周部の素材の塑性流動の様子を示
す。
【図９】比較例のシューを示す正面断面図である。
【図１０】比較例のシューを成形する鍛造工程の様子を模式的に示す。
【図１１】比較例のシューの鍛造成形におけるシュー外周部の素材の塑性流動の様子を示
す。
【図１２】実施形態のシューおよび比較例のシューのそれぞれを鍛造成形した場合の、成
形時間の経過に対する反力の変化を示すグラフである。
【図１３】実施形態のシューおよび比較例のシューのそれぞれを鍛造成形した場合の、素
材量の変化に対する最大反力の変化を示すグラフである。
【符号の説明】
１４：片頭ピストン　６０：斜板　７６：シュー　１２８：摺接面　１３２，１３４：摺
接面　１５０：ピストン側係合面部　１５２：斜板側係合面部　１５４：対斜板摺接面　
１５６：周縁面　１５８：つなぎ面　１６２：対ピストン摺接面　１６４：外周縁曲面　
１８０：テーパ部　１８２：摺接側Ｒ部　１８４：周縁側Ｒ部　１８６：延長面　２００
：素材ピース　２２０：下型　２２２：上型　２２４：金型対　２２８：余剰空間
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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